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住宅建築請負契約における前払金の規制に関する意見書 

 

２０１２年（平成２４年）３月１５日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 

近年，住宅建築請負業者の破綻による消費者の高額な被害が生じていること

に鑑み，以下の各施策を実施するよう求める。 

１ 建設業法を改正し，住宅建築請負業者は，注文者に対し，請負契約締結に

際して，設計図書，請負代金内訳明細書及び建設工事の見積書を交付すべき

ものとし，かつ，請負契約締結の後，速やかに工程表を交付すべきものとす

ること。 

２ 住宅建築関連団体が作成したガイドラインのみでは，被害の未然防止がで

きないことに鑑み，工程表に見合わない過剰な前払金の請求を禁止し，違反

した場合の行政処分も含めた法的規制を設けること。 

３ 前払金に見合った履行を確保するため，被害発生時に備えた強制加入の賠

償責任保険制度及び事業規模に応じた供託制度を設け，さらに，完成保証を

業として行う業務を許可制にして，一定の財政基盤等を要件とする等の法規

制を行うこと。 

 

第２ 意見の理由 

１ 住宅建築請負業者の破綻による消費者被害の実態 

２００９年１月２９日，静岡県に本社のある株式会社富士ハウス（以下

「富士ハウス」という。）が破産開始決定を受け，２２００名を超える注文

者が４５億円以上の工事の施工を受けられないとの被害が発生した。また，

同年４月３日，埼玉県に本社のある株式会社アーバンエステート（以下「ア

ーバン社」という。）が東京地方裁判所で破産開始決定を受け，４９３世帯

の注文者が自ら注文をした住宅工事の完成・引渡しをアーバン社から受ける

ことなく，実際の工事の進捗状況を超えた代金２７億円の支払をさせられ，

１世帯平均でも約５５０万円もの甚大な被害が出ている。アーバン社の注文

者の被害金額は，請負代金総額の６割を超え，被害世帯の６割以上が工事未

着工であり，多額の銀行ローンだけが残ったり，自己破産に追い込まれる者

もいるなど甚大な被害をもたらしている。 

そもそも，請負の報酬支払については，仕事の目的物の引渡しと同時履行
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とされており（民法第６３３条），建築請負契約においても，建物の引渡し

と引換えに請負代金を支払うのが原則である。 

しかし，建築請負においては，完成に要する期間が長期にわたることや，

当該期間中に必要な資金を請負業者自身が調達することの困難性から，工事

の円滑な遂行を目的として，注文者から完成前に一定の前払金を受けること

が通例となっている。住宅建築請負業者の破綻により，注文者に高額な被害

が生じているのも，この前払金が通例となっていることに起因している。殊

に，出来高に見合わない過度の前払金を支払わせることはあってはならず，

被害を生じさせないための法規制及びシステムの構築が急務である。すなわ

ち，住宅建築取引は，一般消費者にとっては一生に一度の高額取引であり，

高額の前払金を入金させたまま事業者が倒産した場合には，消費者の生活基

盤を脅かす多額の損失を受けるリスクにさらされる危険性を常に有している。

しかしながら，高額の前払金を入金させることについての事前規制は十分と

はいえず，事業者破産による事後的な救済制度も確立していないのが現状で

ある。 

アーバン社の破綻に関しては，一部の役員が破綻必至の前払金を入金させ

ていた点が詐欺罪に該当するとして，２０１１年に公判請求をされるに至っ

ているが，建物建築業界においては，積極的な前払金を常態化させるような

取引慣行を改善・是正する動きは見られないのが現状である。 

２ 住宅建築請負契約被害の発生原因 

   上記のような大規模消費者被害が生じる背景としては，以下のような要因

が考えられる。 

(1) 過剰な前払金 

富士ハウスやアーバン社の契約においては，上記のとおり，実際の工事の

進捗状況を無視した過剰な前払金の入金が可能であったために，経営が困窮

し銀行融資を受けられず，破綻必至の状況となっていても，注文者からの過

剰な前払金を入金させることで事業を継続し，潜在的被害者を拡大させなが

ら，新規契約を増加させることを可能とした。 

(2) 工程表等の不交付 

富士ハウスやアーバン社の契約においては，請負契約締結の際に，必ずし

も十分な設計図書及び請負代金内訳明細書を交付しておらず，請負契約締結

後も中間金を支払わせる前に，工程表を注文者に交付していなかった。そも

そも，工程の目途がない状態で前払いをさせていた事例も多い。そのため，

注文者は前払いする金銭が実際の工事進捗との比較で合理的であるかの判断
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をすることができない状況にあり，そのことが過剰な前払入金を促進した側

面がある。 

(3) 完成保証・保険制度の不存在 

アーバン社は，自社の商品について，特定の完成保証会社が存在すること

をセールスポイントの一つとして契約の勧誘を行うとともに，先行前払入金

の指示を行っていたが，実際にアーバン社が破綻すると，完成保証会社の資

力が不十分である等の理由で，実際に完成保証制度の適用を十分に受けられ

ていない状況にある。 

(4) 不相当な資金流用 

前払金として入金させた金員は，本来，当該入金をした注文者の工事（材

料費，下請け費用など）に利用されるべきものである。 

しかしながら，当該金員は，そのような利用をされることなく，従前の注

文者の未払買掛金のみならず，高額な宣伝広告費，役員の報酬，その他，様

々な資金流出を生じさせていくこととなっていた。 

このような金員の使途の特定，保管がされていなかったことが，被害拡大

を生じさせた要因でもある。 

３ 住宅建築請負契約被害の予防・救済のための法的対策の必要性 

(1) 過剰な前払金の請求の禁止等の法的規制 

① 住団連基準の法規制化 

住宅建築請負業者の破綻に伴う注文者の被害が社会問題化したことを

受け，住宅建築関連団体から構成される社団法人住宅生産団体連合会

（以下「住団連」という。）は，２００９年３月２７日付けで「個人の

注文者と住宅建設工事の請負契約を締結する場合の前払い金等に関する

ガイドライン」（別紙参照）を定め，会員に遵守を促している。同ガイ

ドラインは，通常の請負工事における施主の請負工事代金の支払方法が

３回ないし５回の分割払いが一般的であるとして，分割払いの回数の目

安として，①３回の場合：契約時２割，上棟時（中間時）５割，完成時

３割，②４回の場合：契約時１割，着工時３割，上棟時３割，完成時３

割又は契約時１割，着工時３割，中間時４割，完成時２割，③５回の場

合：契約時１割，着工時２割，上棟時３割，内装着手時２割，完成時２

割と定めている。 

同ガイドラインは，あるべき請負工事における代金支払方法を示した

という意味では，請負代金の支払方法に関する取引公序というべきであ

るが，同ガイドラインは業界団体内の遵守事項にすぎず，また，その内
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容も，前払金の支払時期と回数を参考として例示するにとどまっており，

自主規制としてもその実効性は乏しいといわざるを得ない。 

したがって，被害の再発を防止するためには，前払金の支払について，

同ガイドラインの基準を前提として，罰則を伴う法規制を設けるべきで

ある。 

具体的には，上記ガイドラインの基準を超える前払金の請求を禁止し，

これに反した場合は，建設業許可の取消しを含む制裁を課すべきである。 

   ② 検討課題－第三者寄託制度の導入の可能性について 

そもそも，建築請負代金の支払時期は物件の引渡しとの同時履行とな

るのが民法上の原則である（民法第６３３条）。 

確かに，前払金には，完成に要する期間が長期にわたることによる注

文者の支払能力低下への備え（取引の安全性の確保）という機能がある

が，この機能は，事業や不動産等の譲渡の際に用いられる第三者寄託制

度（エスクロー制度）によっても十分に果たし得る。上記の支払時期に

ついての原則論からすれば，建築請負代金については，第三者寄託制度

になじむともいえる。 

建築請負についての第三者寄託制度の概要は以下のとおりである。 

まず，第三者寄託の受皿となる第三者機関を設立し，注文主は，前払

金についての契約（法定の時期と回数によるもの）に従い，機関に前払

金を寄託する。工事完成後，契約条項が全て満たされたことを注文者が

検査により確認したことを条件として，請負代金が機関から建築請負業

者に支払われる。 

請負代金の決済手段として，このような第三者寄託制度を導入するこ

とにより，建築請負業者による前払金の流用の可能性はなくなり，注文

主の被害を確実に防止し得るものと考える。 

他方，建築業界における取引の実態として，回転資金にゆとりのない

零細業者にとって下請業者や資材調達先への支払が困難になり，事業が

立ちゆかなくなることが危惧される現状に鑑みれば，当該制度を直ちに

導入することには議論の余地があり得るところである。 

したがって，第三者寄託制度の導入については，今後の検討課題とす

べきである。 

(2) 書面交付義務 

建設業法第１８条は，「建設工事の請負契約の当事者は，各々の対等な立

場における合意に基いて公正な契約を締結し，信義に従つて誠実にこれを履
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行しなければならない。」として契約の締結時における当事者の対等性と契

約の公正性を定めている。そして，同法第２０条では，第１項で，「建設業

者は，建設工事の請負契約を締結するに際して，工事内容に応じ，工事の種

別ごとに材料費，労務費その他の経費の内訳を明らかにして，建設工事の見

積りを行うよう努めなければならない。」としつつ，第２項で，「建設業者

は，建設工事の注文者から請求があつたときは，請負契約が成立するまでの

間に，建設工事の見積書を提示しなければならない。」として，注文者から

請求がない限り，いわゆる努力義務にとどまる旨定めているが，情報量に格

差があることを考えれば，契約当事者の対等性を確保するためには，見積書

の作成・交付は，注文者からの請求の有無を問わず，法的義務に改められる

必要がある。その上で，実際の工事の工程表についても，請負契約締結後速

やかに交付すべき義務を課すべきである。 

けだし，建築請負においては，完成に要する期間が長期にわたることや，

当該期間中に必要な資金を請負業者自身が調達することの困難性から，工事

の円滑な遂行を目的として，注文者から完成前に一定の前払金を受けること

が通例となっているが，注文者にとっては，いくらの前払金を，いつ支払え

ば良いのか，工事が円滑に進むのに十分か（言い換えれば，過剰な前払金で

はないか），その判断ができなければ，建設業者と対等な立場において前払

金の合意をすることなどできないからである。 

そして，当然のことながら，注文者が前払金の合理性を判断するには，建

設業者の見積りが請負契約の締結前に注文者に示されなければならないので

あるから，同条第２項は，「建設業者は，建設工事の注文者から請求があつ

たときは，請負契約が成立するまでの間に，建設工事の見積書を提示しなけ

ればならない。」とあるところ，「建設業者は，建設工事の請負契約の締結

に際して，建設工事の見積書を建設工事の注文者に提示しなければならな

い。」と改められるべきである。 

(3) 分別保管について 

前払金には，後日精算の対象となる概算実費の引当となる純粋な預り金の

場合もあり得るが，さればこそ，そのような前払金が，他の現場での下請業

者等への支払に充てられる等，当該工事とは無関係に資金流出がなされる危

険性も多大にある。 

分別保管については，請負工事の前払金が，実際に会計処理上は出来高に

変わるまでは未成工事受入金として流動負債に計上されることが予定されて

いることや，公共工事の請負契約において，前払金を当該工事の必要経費以
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外に支出してはならない旨の約定があり，かつ，保証事業会社との前払保証

約款においても、前払金が別口普通預金として保管すべき旨が定められてい

た事例において，施主が業者の口座に振り込んだ前払金について「本件前払

金を信託財産とし，これを当該工事の必要経費の支払に充てることを目的と

した信託契約が成立したと解するのが相当である」とした最高裁判所平成１

４年１月１７日判決の論理に照らしても，分別保管は理論的にも現実的にも

可能であるし，注文者のリスク回避の観点からも実現すべきである。 

他方，建設業界における取引の実態として，下請業者や資材調達先との取

引が一括発注になっている場合も多く，回転資金にゆとりのない零細業者に

とって，事業が立ちゆかなくなることが危惧される現状に鑑みれば，当該制

度を直ちに導入することには議論の余地があり得るところである。 

したがって，特定の注文者から受けた前払金については，少なくともその

経費分に相当する範囲で，個別の預かり金として分別保管をさせるか，少な

くともその範囲の金銭の流用を禁止すべきとする制度の導入についても，今

後の検討課題とすべきである。 

(4) 保全措置について 

また，建物建築請負契約の前払入金による被害の事後救済を図るためにも，

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」（以下「住宅瑕疵担

保履行法」という。）と同様に， 

① 被害発生時に備えた強制加入の賠償責任保険制度 

② 又は，事業規模に応じた一定割合による金員の供託制度 

を設けるべきである。 

そして，建物建築請負契約に関する完成保証会社に対しては，許可制とし

て一定の財政基盤等を要件とする法規制を行うべきである。 

多額の前払金に対する保全措置制度については，例えば有料老人ホームに

おいて事業者が消費者から多額の入居一時金を受領するケースにおける老人

福祉法などがある。同法は，事業者の破綻に備えて，解約などに伴う契約者

の前払金返還請求権等を担保する必要から，有料老人ホームについて，事業

者が前払金を受領する場合には，銀行保証，一定条件下での親会社による連

帯保証，保険会社による保証，金銭信託，民法第３４条法人との返還債務保

全契約等の方法により，必要な保全措置を講じなければならないこととして，

契約者の保護を図っている（同法第２９条第６項）。この他，宅地建物取引

業法は，宅地建物取引業者に対し，営業保証金を主たる事務所の最寄りの供

託所に供託しなければならないこととして（同法第２５条１項），手付金を
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受領する場合は，手付金の保全のため，銀行等に手付金の返還債務を連帯保

証させるか，返還債務について保険契約を締結しなければならないこととし

ている（同法第４１条）。 

また，建物建築請負契約に関する財産保全措置等に関する制度としては，

２００５年１１月に発覚した耐震強度偽装事件を受けて，２００７年に成立

した住宅瑕疵担保履行法が参考になる。同法は，そもそも新築住宅を供給す

る事業者が，「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき，売主・請

負人として，構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について，

引渡しから１０年間の瑕疵担保責任を負担するところ，事業者に資力がない

場合には現実に上記の瑕疵担保責任は履行されず，消費者の被害回復がなさ

れないため，事業者に保証金の供託又は保険への加入を義務付けることで，

事業者の財産的な裏付けを強化し，資力を確保させる措置を強制することで

消費者の被害回復を実効化する目的で制定された。 

これらの各制度は，いずれも不動産の売買または利用に際し，消費者が多

額の前払を行うことがあることに着目し，後に返金等がなされる場合に備え

てあらかじめ一定の財政的措置を講じさせることで，消費者の保護を図った

ものといえる。この点，建物建築請負の場合にも多額の前払を行う消費者を

保護すべき必要があることは全く同様である。むしろ，建築請負の場合には

業法による充分な資格審査がなされていないことを考慮すれば，規制の必要

性は一層高いといえ，現状を放置して，更なる被害を発生させることは許さ

れないというべきである。 

以上 


